
 

1 

   大阪急性期・総合医療センターのモバイル端末用 simカード仕様書 

 

発注者が別途調達するモバイル端末が、データ通信及び通話ができるよう、受注者は以下に定め

る仕様に基づき、モバイル端末用 sim カードを調達し、回線状態を維持すること。 

 

１．契約期間 

  令和８年 5 月１日（見込）から令和 11 年４月 30 日まで 

  ※別途、発注者が整備するクラウド PBX を利用した FMC サービス（以下「FMC」という。） 

の開始日から 36 か月とする 

  FMC の想定内容 

  ・PBX：NEC 製 SV9500 

  ・アクセス回線 92ch（2,300 台接続想定） 

 

２. 契約予定 sim カード枚数 

   900 枚 

  ※契約開始時は上記枚数となるが、契約期間中の増減は想定すること 

  

３．通信サービス(sim カード) 

（１）データ通信 

① 別途契約締結する、「モバイル端末の購入契約」で調達する端末で対応する sim カードを提

供すること 

② 自社で整備、保有、運用している自社ブランドの回線網を使用して、通信サービスを提供す

ること 

③ 5G 及び 4G LTE とし、１枚当たりのデータ送受信が 10G/月以上とし、月間データ容量の残

量を本契約単位で共有できること（いわゆる月間データ容量シェア機能を有すること） 

④ データ送受信量を確認できること 

（２）音声通信 

  ① 5G 及び 4G LTE とし、１枚当たりの無料通話が 60 分/月以上とし、月間無料通話量の残量 

を本契約単位で共有できること（いわゆる月間無料通話シェア機能を有すること） 

    ② ユニバーサルサービス料金及び電話リレーサービス料金は契約単価に含まないものとす 

る。また、契約単価は国等の定めによるものとする 

  ③ 無料通話通信の適用対象とすること 

  ④ 本契約 sim カード間は無料通話できること 

⑤ 無料通話分を超過した通話料単価は 20 円/30 秒以下で設定すること。ただし、通話料単 

価は入札価格に反映しないもとする 
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４．その他 

  ① 契約単価は、各回線に係る契約事務手数料及び当センターが整備する FMC 利用料やその他 

付随サービス利用料が含まれるものとする。また、FMC システムに係る費用（アクセス回 

線利用料等）は除くものとする 

  ② クラウドデータ上で電話帳を管理でき、各端末間で共有できるシステムやアプリを提供する 

こと 

  ③ 初期不良や仕様に基づくデータ通信及び通話ができない不具合等の障害が発生した場合は、 

適宜、交換や不具合対応を行うこと 

    ④ 受注者は毎月末締めで各回線ごとの通信実績等、履行確認が行えるものを提出すること 

  ⑤ FMC の開始する時期により、本契約の開始日が変更する可能性があり、そのことに承知す 

ること。ただし、変更は３か月以内を目途とする 

  ⑥ 別途、契約締結する「モバイル端末の購入契約」で調達する端末にモバイル端末用 sim カー 

ドを取り付けること 

    ⑦ 要望があれば、必要に応じて電波改善に努めること 

  ⑧ 発注者が FMC を整備する際には、サポートを行うこと 

  ⑨ その他、この仕様に定めのない事項については、発注者と受注者とで協議の上、定めるも 

のとする。 


